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香港登記企業の外国人スタッフにかかる中国本土ビザ申請の緩和について 

1. 香港登記企業の外国人スタッフにかかる中国本土ビザ申請の緩和について 

香港政府は、香港に登記された企業で働く外国人スタッフが中国本土への数次渡航査証（マルチビザ）を

申請できるようになった 2023 年 10 月から 2024 年 4 月までの期間で、合計 19,000 件の申請が許可され

たことを発表しました。 

昨年より開始したこの方針は､香港に登記された企業で働く外国人スタッフは国籍に関係なく中国本土への渡

航が 2 年以上可能なマルチビザを申請できることとなり、このうち非中国国籍の香港永住資格を持つ者は最⾧

5 年のマルチビザを申請することが可能となっています。 

条件に該当する外国人スタッフはビザ申請時に、香港での就労を証明する書類をビザ申請サービスセンターに

提示すれば手続きを受けることができ、対象となるビザは、M ビザ（ビジネス）、L ビザ（観光）、C ビザ（乗組

員）、Q2 ビザ（中国国民または中国永住資格を有する外国人の家族または親族、中国滞在期間 180 日

以内）、S2 ビザ（中国の在留資格を持つ外国人の家族、またはその他の私用で私的理由により中国に滞在

する必要がある者、同 180 日以内）となります。 

また､中国国家移民局が 2024 年 5 月 6 日より M ビザ（ビジネス）の滞在期限を 7 日から 14 日に延⾧

し､これにより、香港で勤務している日本人従業員が出張等で中国に渡航することがさらに容易になることが期待

されます。 
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